
令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第１回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年５月８日 

件  名  
 令和５年度介護サービス事業所・障がい福祉サービス等事業所に対する

物価高騰支援を目的とした区独自の特別給付金支給事業の実施について 

所 管 部 課  
福祉部障がい福祉課、高齢者施策推進室介護保険課 

衛生部足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 

内   容 

物価高騰支援を目的とした介護サービス事業所・障がい福祉サービス等事業所を
対象とする特別給付金支給事業の実施について、以下のとおり報告する。 

１ 概要 
物価高騰により、厳しい運営を強いられている区内介護サービス事業

所・障がい福祉サービス等事業所を対象に、令和４年度に引き続き食料費
(新規)・光熱水費・ガソリン代に対する物価高騰支援を目的とした区独自
の特別給付金を令和５年度上半期分として支給する。 

２ 事業内容 
（１）令和５年度の物価高騰に対する事業所支援として、消費者物価指数の

上昇率や令和５年３月に実施した区内事業所アンケート調査結果【資料
１-１】を基に、事業所の定員区分や提供するサービスの種類に応じて、
１事業所につき支給額８０千円から１，３８０千円を支給する。※上半
期分 

（２）令和５年４月１日時点で事業所を運営し、申請時に事業を継続してい
ることを要件とする。 

（３）申請期間は、令和５年５月から９月までを予定する。 

（４）支給開始は、令和５年６月上旬を予定する。 

３ 事業規模 
（１）対象事業所 

約１，４００事業所(介護：約１，０００事業所・障がい：約４００事業所) 

（２）総支給額 
３０４，２１０千円(介護：２３１，８３０千円・障がい：７２，３８０千円) 

（３）定員区分・サービスごとの支給額一覧       単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）令和５年度事業と令和４年度事業の主な比較 

 令和４年度 令和５年度 
対象期間 １年度分 上半期分 
総支給額 ２５９，０５６千円 ３０４，２１０千円 

支援割合 事業所負担の１／２ 事業所負担の２／３ 

費目 光熱水費・ガソリン代 食料費・光熱水費・ガソリン代 
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（１）実 施 日 令和５年３月１０日（金）～３月２６日（日）

（２）回答方法 申込フォームを用いたＷｅｂアンケート方式

（３）依 頼 先 介護事業者　403法人、障がい事業者　129法人　計 532法人

（ ）

（４）回 答 数 232法人 （回答率 43.6% ）

（５）依頼内容 現状（食材費・食費、光熱水費、ガソリン代の費目ごと）と必要とする

支援の回答

（１）概要

　　　①　物価高騰の影響を受けているため、区の支援を期待している。

　　　②　物価高騰の影響度は、「光熱水費」「食材費・食費」「ガソリン代」の順に高い。

　　　　※　食材費・食費は、前回アンケート（令和４年７月実施）時より増加している。

　　　③　令和４年度に実施した特別給付金支給事業（物価高騰）は、支援する金額が「足り

　　　　　なかった」と回答する割合が一番大きく、また「給付金は大いに役に立った」「申

　　　　　請手続きはわかりやすかった」との回答が６割以上を占めた。

（２）全体

第１位 区の支援を期待したい 58.7% (42.7%)

第２位 基本は利用者負担、区の支援も期待 30.2% (28.6%)

第３位 特に対応する考えはない 5.3% (18.2%)

　　イ　区に期待する支援割合

第１位 ２/３ 45.2% (25.8%)

第２位 １/２ 29.8% (36.7%)

第３位 １/３ 13.2% (15.1%)

　　ウ　事業所への影響度（介護・障がいサービスにおいて提供していない場合を除く）

第１位 光熱水費 89.4% (75.6%)

第２位 食材費（光熱水費を除く）・食費 81.7% (45.9%)

第３位 ガソリン代 80.4% (84.4%)

　　ア　事業所が考える物価高騰対策

 <参考>
  R4.7調査

１　アンケート方式

２　アンケート結果

介護保険サービス・障がい福祉サービス等事業所アンケート調査結果(抄)

福 祉 部

令 和 5 年 5 月 8 日

1,397事業所

450事業所

556事業所

411事業所

165事業所

73事業所

365事業所

188事業所

33事業所

250事業所
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令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第１回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年５月８日 

件  名  地域包括支援センター新田の受託法人の変更について 

所 管 部 課  福祉部 高齢者施策推進室 地域包括ケア推進課 

内   容 

 

令和５年４月１日から、地域包括支援センター新田の受託法人が変

更したため、報告する。 

 

１ 施設概要 

（１）法人名：社会福祉法人 白寿会（理事長 川名 美枝子） 

（２）施設名：地域包括支援センター新田  

（３）場 所：新田三丁目４番１０号 

 

２ 業務名 

  地域包括支援センター新田の事業業務委託 

 

３ 担当地域 

  新田、宮城、小台 

  

４ 現在の受託者 

  社会福祉法人 愛寿会 

  

５ 業務期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

※ 履行状況が良好な場合に限り、最長５回まで（令和１１年３月

３１日まで）契約を更新することができる。 
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